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金融法務の基礎
契約の成立要件と法律効果
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1 諾成契約（売買契約の成立要件と成立時期）

たとえば、Ａが、Ｂ店で 500 円の値札の付いた果物を指し示して、「こ

れをください」といった瞬間に売買契約が成立します。というのは、民

法 555 条は、「売買は、当事者の一方（Ｂ店）がある財産権（果物の所有

権）を相手方（Ａ）に移転することを約し（値札によって売却の意思を表

示）、相手方（Ａ）がこれに対してその代金（500 円）を支払うことを約

する（「これをください」という）ことによって、その効力を生ずる」と

規定しているからです。

このように、意思表示（売る意思と買う意思）の合致のみによって成

立する契約を諾成契約といいます。

2 権利・義務の発生

そして、売買契約が成立したときに、Ａは権利（果物の引渡請求権）

を取得し、義務（500 円の支払義務）を負担すると同時に、Ｂ店は権利（500

円の支払請求権）を取得し、義務（果物の引渡義務）を負担します。

つまり、Ａが「これをください」という直前まではＡとＢ店は赤の他

人だったわけですが、Ａが「これをください」といった瞬間に売買契約

が成立し、ＡとＢ店はそれぞれ権利を取得し、義務を負います。

解説解説

●諾成契約
諾成契約とは何ですか。金融実務ではどのような契約が

諾成契約となりますか。

Q
１

諾成契約とは、意思表示の合致のみによって成立する契

約であり、売買契約、抵当権設定契約などがあります。
A
１
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次に、ＡとＢ店それぞれが義務を履行すると、売買取引は終了し、Ａ

とＢ店は何ら権利・義務のない元の赤の他人に戻ります。そして、Ａに

は果物が残り、Ｂ店には 500 円が残ることになります。

Ａ（買主） Ｂ店（売主）
契約（法律行為＊）の成立 買う意思表示と売る意思表示＊＊の合致

法律効果＊＊＊ 物の引渡し（権利）
代金支払（義務）

物の引渡し（義務）
代金請求（権利）

＊ 法律行為とは

ある一定の法律効果を得るための主として私法上の行為です。売買、貸借、
遺言などがあります。

＊＊ 意思表示とは

法律効果を生じさせるための意思を外部に発表する行為です。
隔地者間の場合、相手方に意思表示が到達した時にその効力が生じます。
これを意思表示の「到達主義」といいます（民法 97 条）。

＊＊＊ 法律効果とは

契約の成立によって、権利と義務が発生することをいいます。

3 金融実務における諾成契約の例

（1）手形割引

金融実務では、手形割引は与信行為として位置づけられていますが、

法的には売買と解されています。前記事例におけるＡはＪＡの渉外担当

者、Ｂ店は割引依頼人、果物は商業手形ということになります。

（2）抵当権設定契約

抵当権は物権の一種です。民法 176 条は、「物権の設定及び移転は、

当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」と規定しています。

抵当権設定契約は、物権の設定行為であり、諾成契約です。
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1 要物契約（貯金契約の成立要件と成立時期）

たとえば、Ａが、ＪＡの窓口で総合口座を開設する場合、総合口座開

設申込書に所定の事項を記入して押印し、現金とともに窓口係員に引き

渡します。

この場合、以下の①〜③のどの時点で総合口座貯金契約が成立するの

でしょうか。

①Ａがカウンター上に申込書類と現金を置いた時、②係員が現金の計

算確認を完了した時、③総合口座通帳が交付された時。

貯金契約は、消費寄託契約と解されており、民法 666 条が適用されま

す。同条 1項は、「第 5節（消費貸借）の規定は、受寄者（ＪＡ）が契約

（総合口座貯金契約）により寄託物（金銭）を消費することができる場合

について準用する」と規定しています。

そして、同条により準用される民法 587 条は、「消費貸借は、当事者

の一方（ＪＡ）が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを

約して（総合口座貯金契約を締結）相手方（Ａ）から金銭その他の物を受

け取ることによって、その効力を生ずる」と規定しています。

つまり、総合口座貯金契約は、ＪＡが、Ａとの間で総合口座貯金契約

解説解説

●要物契約
貯金契約は要物契約と聞いたことがありますが、どのよ

うな契約でしょうか。

Q
２

�要物契約とは、意思表示の合致と目的物の交付によって

成立する契約をいい、貯金契約、貸付契約などがこれに

該当します。

A
２
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